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奮
民
法
成
立
過
程
に
お
け
ろ
離
婚
後
の
養
料
給
付
規
定

田

中

實

は
　
し
　
が
　
き

　
私
は
、
　
「
財
産
分
與
の
一
考
察
」
と
題
す
る
別
掲
の
論
稿
に
お
い
て
、
わ
が

國
に
お
け
る
財
産
分
與
制
度
の
澹
革
に
つ
い
て
も
、
ご
く
簡
略
な
概
観
を
試
み

た
が
、
本
稿
は
、
そ
れ
を
資
料
的
な
意
味
で
補
足
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
財
産
分
與
制
度
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
太
田
教
授
の
研
究
に

詳
し
く
な
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
も
な
お
明
治
三
二
年
の
奮
民
法
成
立
邉
程
の

解
明
は
全
く
不
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
法
史
學
は
私
の
專
攻
と
す
る
と
こ
ろ

で
は
な
い
が
、
と
に
か
く
私
の
現
在
あ
き
ら
か
に
し
え
た
範
團
で
、
若
干
の
資

料
を
左
に
摘
記
し
て
お
き
た
い
。
財
渥
分
與
制
度
の
理
解
の
た
め
に
、
何
程
か

の
御
参
考
に
な
れ
ば
幸
で
あ
る
。

e
　
奮
民
法
第
一
草
案
（
お
よ
び
立
法
理
由
）

　
い
わ
ゆ
る
奮
民
法
第
一
草
案
に
お
け
る
離
婚
後
の
養
料
支
給
に
か
ん
す
る
規

定
は
、
つ
ぎ
の
ど
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
三
〇
一
條
に
な

ら
つ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

奮
民
法
成
立
過
程
に
お
け
る
離
婚
後
の
養
料
給
付
規
定

　
　
第
一
草
案
、
第
一
四
七
條
「
裁
判
所
ハ
離
婚
ノ
判
決
ヲ
以
テ
曲
者
タ
ル
一

　
方
ヨ
リ
他
ノ
一
方
二
養
料
ヲ
給
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
命
ス
ル
ヲ
得
其
給
ス
ヘ
キ
養

　
料
ノ
額
ヲ
定
ム
ル
ニ
ハ
他
ノ
一
方
其
離
婚
前
ノ
地
位
ヲ
保
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
標

準
ト
爲
ス
可
シ

　
此
養
料
ノ
義
務
ハ
双
方
ノ
一
方
死
去
シ
若
シ
ク
ハ
之
ヲ
受
ク
可
キ
者
再
婚
シ

　
タ
ル
ト
キ
ハ
止
息
ス
」

　
こ
の
條
文
の
立
法
理
由
は
、
　
『
民
法
草
案
人
事
編
理
由
書
』
上
巻
に
出
て
い

る
。
か
な
り
長
丈
の
も
の
で
あ
る
が
、
制
度
の
趣
旨
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る

の
で
、
つ
ぎ
に
摘
録
し
て
お
こ
う
。

　
　
「
本
條
ハ
離
婚
ノ
宣
告
ヲ
受
ケ
タ
ル
曲
者
ハ
其
配
偶
者
二
養
料
ヲ
給
ス
ヘ

　
キ
義
務
ヲ
規
定
ス
此
規
則
ハ
自
己
ノ
所
爲
二
由
リ
離
婚
二
至
リ
タ
ル
者
ヲ
罰

　
シ
其
無
罪
ノ
配
偶
者
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
目
的
ナ
リ
ト
ス
然
レ
ト
モ
離
婚
ノ
宣
告

　
ア
リ
タ
ル
後
ハ
既
二
夫
婦
二
非
サ
ル
ヲ
以
テ
養
料
ノ
義
務
ヲ
命
ス
ル
ヲ
得
サ

　
レ
ハ
必
ス
離
婚
ノ
判
決
宣
告
ノ
時
二
之
ヲ
請
求
セ
サ
ル
可
ラ
ス
故
二
法
文
二

之
ヲ
明
示
ス
ル
爲
メ
離
婚
ノ
判
決
ヲ
域
テ
養
料
ヲ
給
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
命
ス
ル

　
ヲ
得
ヘ
シ
ト
云
ヘ
リ

四
一

（
五
山
ハ
コ
一
）



奮
民
法
成
立
過
程
に
お
け
る
離
婚
後
の
養
料
給
仕
規
定

法
律
ハ
損
害
賠
償
ト
云
ハ
ス
シ
テ
特
二
養
料
ト
構
ス
ル
モ
ノ
ハ
蓋
シ
其
理
由

ア
リ
損
害
賠
償
ハ
本
人
ノ
需
用
如
何
二
拘
ラ
ス
之
ヲ
辮
濟
ス
ル
ノ
義
務
ナ
リ

ト
錐
モ
養
料
ハ
其
人
躬
ラ
生
活
ス
ル
能
ハ
サ
ル
場
合
二
非
サ
レ
ハ
其
義
務
ヲ

生
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
故
二
無
罪
ノ
配
偶
者
離
婚
ノ
時
躬
ラ
生
活
ス
ル
ノ
資
力

ヲ
有
ス
ル
ト
キ
ハ
養
料
ヲ
請
求
ス
ル
ヲ
得
可
ラ
ス
若
シ
其
無
資
力
ナ
ル
ト
キ

ハ
假
令
奪
屍
親
其
他
養
料
ヲ
給
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
親
族
ア
リ
ト
鞭
ト
モ
離
婚

ノ
節
養
料
ヲ
求
ム
ル
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
婚
姻
中
夫
婦
相
養
フ
ノ
義
務
ハ
他
入

二
先
タ
ツ
モ
ノ
ニ
シ
テ
自
己
ノ
過
失
二
由
リ
離
婚
二
至
ル
ト
難
ト
モ
其
義
務

ヲ
冤
ル
・
コ
ト
ヲ
得
ス
佛
國
法
ニ
ハ
夫
婦
其
財
産
契
約
二
由
リ
特
釜
ヲ
約
セ

ス
叉
ハ
其
特
釜
ノ
不
足
ス
ル
ト
キ
ハ
養
料
ヲ
求
ム
ル
ヲ
得
ヘ
シ
ト
云
ヘ
リ
然

レ
ト
モ
特
釜
ハ
夫
婦
ノ
一
方
死
去
ノ
日
二
非
サ
レ
ハ
獲
開
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ

ハ
其
有
無
ヲ
以
テ
養
料
ノ
條
件
ト
爲
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
カ
如
シ

養
料
ノ
額
ハ
之
ヲ
受
ク
ヘ
キ
配
偶
者
必
需
用
ト
之
ヲ
給
ス
ヘ
キ
者
ノ
資
カ
ト

ニ
從
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
故
二
無
罪
ノ
配
偶
者
其
婚
姻
前
ノ
地
位
ヲ
保
有
ス
ヘ

キ
コ
ト
ヲ
以
テ
其
標
準
ト
爲
ス
可
シ
夫
婦
ハ
婚
姻
中
其
資
カ
ニ
礁
シ
給
養
ス

ヘ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
婚
姻
ノ
義
務
ヲ
破
壊
シ
テ
之
ヲ
菟
カ
ル
・
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
ス

佛
國
法
ハ
被
告
タ
ル
配
偶
者
ノ
財
産
ノ
三
分
ノ
一
ヲ
超
過
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
モ

ノ
ト
爲
セ
リ
此
規
則
ハ
漫
二
其
理
由
ナ
キ
モ
ノ
ト
云
フ
ヘ
シ

若
シ
離
婚
シ
タ
ル
夫
婦
ノ
需
用
叉
ハ
資
力
二
攣
更
ヲ
生
ス
ル
ト
キ
ハ
如
何
養

料
ノ
規
則
二
從
ヒ
其
層
減
ヲ
請
求
ス
ル
ヲ
得
ヘ
キ
カ
是
レ
別
二
不
都
合
ナ
キ

カ
如
シ
離
婚
シ
タ
ル
夫
婦
ノ
間
灌
利
義
務
ノ
關
係
ア
リ
テ
養
料
ノ
性
質
ヲ
攣

セ
サ
ル
ト
キ
ハ
養
料
ノ
規
則
ヲ
適
用
セ
サ
ル
可
ラ
ス

離
婚
シ
タ
ル
夫
婦
ノ
間
養
料
ノ
義
務
ハ
一
方
ノ
死
去
二
由
リ
叉
ハ
之
ヲ
受
ク

ヘ
キ
者
ノ
再
婚
二
由
リ
止
息
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
夫
婦
一
方
ノ
死
去
二
由
リ
此
義

四
二

（
五
六
四
）

務
ノ
止
息
ス
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
ニ
付
テ
ハ
佛
國
二
於
テ
ハ
反
封
ノ
読
ナ
キ
ニ
非
ス

然
レ
ト
モ
養
料
ハ
性
質
上
一
身
上
二
附
着
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
相
績
人
二
移
韓

ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
夫
婦
間
養
料
ノ
義
務
ハ
其
一
方
ノ
死
去
二
由
リ
當
然
沿

滅
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
壼
二
離
婚
ノ
後
二
至
リ
婚
姻
中
ト
其
効
果
ヲ
異
ニ
ス
ル
ノ

理
ア
ラ
ソ
ヤ
或
ハ
云
フ
是
レ
損
害
賠
償
ナ
リ
ト
然
レ
ト
モ
其
損
害
賠
償
二
非

サ
ル
ハ
讐
方
ノ
需
用
ト
資
カ
ト
ニ
懸
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
損
害
賠
償
ニ
シ
テ
罐
利

者
ノ
需
用
又
ハ
義
務
者
ノ
資
カ
ニ
從
ヒ
之
ヲ
給
ス
ル
ノ
理
ア
ラ
ン
ヤ

叉
養
料
ヲ
受
ク
ヘ
キ
者
再
婚
ス
ル
ト
キ
ハ
養
料
ノ
義
務
止
息
ス
ル
モ
ノ
ト
爲

シ
タ
ル
ハ
再
婚
ノ
後
ハ
之
ヲ
給
養
ス
ヘ
キ
者
ア
ル
ヲ
以
テ
最
早
養
料
ノ
必
要

ナ
ケ
レ
ハ
ナ
リ
此
外
養
料
ヲ
受
ク
ヘ
キ
者
躬
ラ
生
活
ス
ル
ヲ
得
ル
ニ
至
リ
又

ハ
之
ヲ
給
ス
ヘ
キ
者
無
資
カ
ト
爲
ル
ト
キ
ハ
此
義
務
ハ
同
ク
止
息
ス
ヘ
シ
是

レ
養
料
ノ
性
質
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ナ
リ
ト
錐
モ
或
ハ
之
ヲ
明
示
ス
ル
ノ
必
要
ア

ル
可
シ

　
ー
（
中
略
）
…
－
養
料
ノ
規
則
ハ
協
議
ノ
離
婚
二
適
用
ス
可
カ
ラ
サ
ル
モ

ノ
ト
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
夫
婦
其
合
意
ヲ
以
テ
躬
ラ
其
財
蓬
ノ
庭
分
ヲ
爲
ス
ヘ
キ

モ
ノ
ナ
レ
ハ
互
二
養
料
ヲ
約
ス
ル
モ
其
自
由
ニ
シ
テ
裁
到
所
ノ
干
渉
ヲ
要
セ

サ
レ
ハ
ナ
リ

　
・
（
中
略
）
…
…
離
婚
ノ
後
曲
者
ヨ
リ
直
者
二
養
料
ヲ
給
ス
ヘ
キ
ノ
義
務

ハ
我
國
ノ
慣
習
二
存
セ
ス
ト
離
モ
公
李
ノ
規
則
ニ
シ
テ
別
二
不
都
合
ナ
カ
ル

ヘ
シ
…
…
（
下
略
）
…
…
」

⇔
　
再
調
査
案
お
よ
び
元
老
院
提
出
案

右
の
第
一
草
案
第
一
四
七
條
の
規
定
は
、
や
が
て
再
調
査
案
に
い
た
つ
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。
第
一
項
後
段
の
創
除
さ
れ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ



る
．
既
に
手
塚
豊
教
授
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
礼
人
事
編
第
一
草
案

は
、
法
律
取
調
委
員
會
の
會
議
・
修
正
を
輕
て
、
再
調
査
案
と
な
つ
た
の
で
あ

る
が
（
拝
闘
螺
螺
札
童
一
薙
齪
骸
（
繋
嘱
鷹
虻
郵
黙
け
）
、
同
會
議
に
取
調
委
員
と
し
て

参
加
し
た
村
田
保
の
奮
藏
「
民
法
草
案
入
事
編
」
　
（
測
畑
麺
確
入
）
に
よ
つ
て
み

る
と
、
同
所
に
は
、
既
に
創
除
を
示
す
二
本
の
縦
線
が
ひ
か
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、
と
く
に
創
除
の
理
由
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
　
再
調
査
案
、
第
一
〇
五
條
「
裁
判
所
ハ
離
婚
ノ
裁
到
二
於
テ
曲
者
タ
ル
一

　
方
ヨ
リ
直
者
タ
ル
一
方
二
養
料
ヲ
給
ス
可
キ
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
此
養
料
ノ
義
務
ハ
養
料
ヲ
受
ク
可
キ
者
ノ
再
婚
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
止
ム
」

　
っ
い
で
、
本
條
は
、
そ
の
ま
ま
元
老
院
提
出
案
第
一
一
六
條
に
ひ
き
つ
が
れ

た
も
の
で
あ
る
が
（
転
駝
誠
雛
咄
撚
駄
講
諦
甥
樋
勲
鷹
廊
卿
購
て
は
、
）
、
こ
れ
が
元
老
院
の

審
議
に
お
い
て
削
除
さ
れ
た
こ
と
、
拙
稿
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
（
賄
鐡
黙
）
。

元
老
院
に
お
け
る
審
議
の
過
程
は
、
残
念
な
が
ら
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
既

に
右
の
再
調
査
案
に
た
い
し
、
村
田
保
は
、

　
　
「
既
二
前
二
蓮
ヘ
タ
ル
如
ク
夫
婦
ノ
關
係
一
タ
ヒ
解
ク
ル
ト
キ
ハ
互
｝
一
敵

　
親
ス
ル
ハ
通
常
ノ
人
情
ナ
リ
養
料
ヲ
給
ス
ル
者
ハ
言
フ
マ
テ
モ
ナ
ク
養
料
ヲ

　
受
ル
モ
ノ
ト
錐
モ
喜
ソ
テ
之
ヲ
受
ル
者
ハ
萬
ナ
カ
ル
ヘ
シ
又
養
料
二
汲
々
タ

　
ル
者
ナ
ラ
ハ
初
ヨ
膨
離
婚
ノ
訴
ヲ
モ
爲
サ
サ
ル
コ
ト
明
カ
ナ
リ
且
第
十
二
條

　
　
　
　
　
ヘ
マ
マ
）

　
二
於
テ
姻
驕
ノ
關
係
ハ
婚
姻
ノ
解
清
二
因
テ
止
ム
ト
ア
レ
ハ
離
婚
ノ
後
ハ
全

　
ク
一
箇
ノ
他
人
タ
ル
ヘ
シ
養
料
ハ
法
律
上
ノ
義
務
ニ
シ
テ
親
族
間
ノ
爲
メ
ニ

　
設
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
他
入
ノ
爲
メ
ニ
設
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
レ
ハ
ナ
リ
」

　
と
い
う
反
封
意
見
を
述
べ
て
お
り
（
欄
輔
緯
寵
緋
を
期
留
鮒
嘱
卜
羅
礪
）
、
村
田
は
元

老
院
に
お
け
る
審
議
に
も
参
加
し
て
い
た
か
ら
、
お
そ
ら
く
か
よ
う
な
意
見
が

同
條
創
除
に
張
力
に
作
用
し
た
も
の
と
推
測
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
岬
醐
猟
縣
四
）
。

　
　
　
　
蓉
民
法
成
立
過
程
に
お
け
る
離
婚
後
の
養
料
給
付
規
定

日
　
結

証巨口

　
以
上
に
概
観
し
た
よ
う
な
過
程
か
ら
み
る
と
き
は
、
い
わ
ゆ
る
奮
民
法
の
成

立
過
程
に
も
、
財
産
分
與
の
い
わ
ば
前
身
を
な
す
養
料
給
付
の
規
定
が
存
在
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
立
法
理
由
に
よ
れ
ば
、
當
事
者
間
の
扶
養
の
需
用
お
よ
び
資
力
と
い
う
實
質

的
要
件
と
あ
わ
せ
て
「
直
者
」
「
曲
者
」
と
い
う
責
任
要
件
を
も
指
摘
さ
れ
て
お

り
、
し
た
が
つ
て
そ
れ
は
輩
純
な
扶
養
で
は
な
く
、
同
時
に
私
的
制
裁
な
い
し

賠
償
の
性
質
を
併
有
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
立
法
理
由
は
賠
償
で
な
く
扶
養

で
あ
る
旨
を
彊
調
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
軍
純
な
扶
養
に
と
ど
ま
る

も
の
と
解
し
え
な
い
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
、
曲
者
た
る
者
に
た

い
す
る
私
的
制
裁
が
ー
直
者
た
る
被
害
者
に
た
い
し
賠
償
を
な
す
べ
き
義
務

と
し
て
ー
つ
き
ま
と
つ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
か
く
て
、
右
の
よ
う
な
過
程
は
、
要
す
る
に
、
財
産
分
與
制
度
が
、
滑
革
上

ま
ず
扶
養
的
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
ー
し
か
も

私
的
制
裁
な
い
し
賠
償
と
し
て
の
性
質
を
も
併
せ
有
し
て
い
た
こ
と
ー
を
裏

書
き
す
る
一
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

附
記
　
本
稿
に
ひ
い
た
賓
料
に
つ
い
て
は
、
手
塚
豊
教
授
か
ら
い
ろ
い
ろ
と

　
懇
切
な
御
教
示
を
賜
わ
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、
貴
重
な
御
藏
書
ま
で
御
貸

　
與
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
特
記
し
て
、
あ
つ
く
御
禮
を
申
し
あ
げ
る
し
だ

　
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
五
・
六
・
二
〇
）

四
三

（
五
六
五
）


